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【今月の一言】 

先日、小学生の息子が「給食の牛乳を飲むときは

ストローを使わないようにしている」というので、

何気なく理由を尋ねると、「マイクロプラスチック

を減らすため」（！）と想像を上回る壮大な答えが返

ってきました。授業の取り組みとしてクラスで行っ

ているそうです。自身の小学生時代とは全く違う授

業にびっくりしてしまいました。事務所でも「SDG

ｓ」の取り組みに力を入れています。負けていられ

ないと密かに思っています。     （事務員 S） 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 

9月から複数事業労働者向けの労災保

険給付が始まりました 

◆改正の趣旨 

これまでは、複数の会社で働いている労働者の

方について、働いているすべての会社の賃金額を

基に保険給付が行われないこと、すべての会社の

業務上の負荷（労働時間やストレス等）を合わせ

て評価して労災認定されないことが課題でした。 

このため、多様な働き方を選択する方やパート

労働者等で複数就業している方が増えているな

ど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、

複数事業労働者の方が安心して働くことができ

るような環境を整備する観点から、労働者災害補

償保険法が改正されました。 

◆改正の対象者 

今回の改正制度の対象となるのは「複数事業労

働者」です。「複数事業労働者」とは、被災した（業

務や通勤が原因でけが・病気・死亡した）時点で、

事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関

係にある労働者の方のことをいいます。 

被災した時点で複数の会社について労働契約

関係にない場合であっても、その原因や要因とな

る事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約

関係であった場合には「複数事業労働者に類する

者」として、改正制度の対象となります。ま

た、労災保険に特別加入している方も対象に

なります。 

◆改正内容 

①  複数事業労働者の方への保険給付が、す

べての働いている会社の賃金額を基礎に

支払われるようになります（これまでは災

害発生事業場での賃金額しか保険給付の

基礎とされていませんでした）。 

②  新しく複数の事業の業務を要因とする

傷病等（負傷、疾病、障害または死亡）に

ついても、労災保険給付の対象となります。

新しく支給事由となるこの災害を「複数業

務要因災害」といい、対象となる傷病等は、

脳・心臓疾患や精神障害などです。 

 複数事業労働者については、1つの事業

場のみの業務上の負荷（労働時間やストレ

ス等）を評価して業務災害に当たらない場

合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総

合的に評価して労災認定できるか判断し

ます。これにより労災認定されるときには、

上記の「複数業務要因災害」を支給事由と

する各種保険給付が支給されます。 

 1つの事業場のみの業務上の負荷を評価

するだけで労災認定の判断ができる場合

は、これまでどおり「業務災害」として、

業務災害に係る各種保険給付が支給され

ます。なお、この場合であっても、すべて

の就業先の事業場の賃金額を合算した額

を基礎に保険給付されます。 

③  新設の複数業務要因災害については、メ

リット制（各事業場の業務災害の多寡に応

じ、労災保険率または保険料を増減させる）

には影響しません。一方、複数事業労働者

の業務災害については、業務災害が発生し

た事業場の賃金に相当する保険給付額の

みがメリット制に影響します。 

新型コロナウイルスと整理解雇 

◆予断許さず 

新型コロナウイルスについては、指定感染

症からは外す方向で議論が進められるようで

す。しかし、すでに痛手を負っている企業も

多く、今後倒産や解雇の波が時間差でやって

くることも予想されます。また、冬に向けて

感染者のさらなる増加や、別のウイルス等に

よる感染症の発生なども考えられます。今は

何とか持ちこたえている企業でも、今後の状

況次第で正社員の整理解雇等を検討せざるを

得なくなるかもしれません。 

いくら「緊急事態だから」と言ってみても、

裁判例上は、新型コロナウイルスによる業績

の落込みは、天災地変等のやむを得ない事由

ではなく、経営上の理由による解雇と扱われ

る場合がほとんどと思われます。正社員の整

理解雇は、厳格な要件（要素）で判断されま

す（整理解雇の 4要素）。 

◆可能な限り解雇を回避する 

この 4要素の一つとして「解雇回避努力義

務の実行」があります。整理解雇の実施にあ

たっては、可能な限り雇用を確保（解雇せざ

るを得ない場合でも労働者の負担をなるべく

軽減）するべく、準備しておくべきです。 

・転勤・出向等による異動 

・休業手当を支払い、自宅待機等を命令 

（一時帰休、再就職支援休暇など） 

・休業手当相当の退職一時金を支払い、雇用

契約を合意解約 

・訴訟となるリスクを考慮しつつ、退職金の

上積み等を提案し、退職勧奨 

というような方策が考えられます。 

◆就業規則等の確認を 

また、そうした方策をとる前提として、一

時帰休の際の賃金の扱い（休業手当相当額を

減額する規定）、コロナ等の事態が発生

した場合の整理解雇があり得ること等

は、就業規則や個別の労働契約に明記し

ておくことが重要です。 

コロナ等による整理解雇に備え、説明

資料や社員の説得のための資料なども、

事前に準備しておくべきでしょう。 

10月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 
12日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付 ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

11月 2日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 3期分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出 

＜休業 4日未満、7月～9 月分＞ 

  ［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第 2期分＞ 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

  ［公共職業安定所］ 
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